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５　「経営者保証に関するガイドライン」への対応
　当組合では、「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨や内容を十分に踏まえ、お客様からお借入れや保証債務整理の相

談を受けた際に真摯に対応する態勢を整備しています。経営者保証の必要性については、お客様との丁寧な対話により、法人

と経営者の関係性や財務内容等の状況を把握し、同ガイドラインの記載内容を踏まえて十分に検討するなど、適切な対応に努

めております。また、どのような改善を図れば経営者保証の解除の可能性が高まるかなどを具体的に説明し、経営改善支援を

行っております。

【「経営者保証に関するガイドライン」の取り組み状況】

令和元年度 令和2年度

新規に無保証で融資した件数
（ABLを活用し、無保証で融資したものは除く）

184件 445件

新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合 12.6% 28.3%

保証契約を解除した件数 26件 5件

６　地域活性化に繋がる多様なサービスの提供
　多重債務者問題への積極的関りあい
　現在、多重債務で苦しんでいる方たちの相談に積極的に応じております。

　受付した相談依頼先に対しては、「多重債務集約ローン」等を実行しています。

令和2年度中の相談件数（総数） 54件

うち、多重債務集約ローン等の実行 36件、93百万円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※百万円未満切り捨て
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１．環境保全への取組み
─────────────────────────────────────────────────────────
　〇再生可能エネルギー導入の促進
　　・小水力発電事業、木質バイオマス発電事業への支援
　　・再生可能エネルギー事業者に対するファンドを活用した
　　　リスクマネーの供給
　　・自店舗における再生可能エネルギー設備の導入
　〇地方創生包括連携協定に基づく植樹事業
　　・北秋田市（四季美湖周辺）における植樹活動

２．地域経済活性化への取組み
─────────────────────────────────────────────────────────
　〇事業承継支援
　　・県内の支援機関との連携を通じたトータルサポートの実践
　　・「トランビ」と連携した事業承継マッチング支援
　〇事業性評価に基づく中小企業・小規模事業者への融資推進
　〇中小企業・小規模事業者が抱える様々な経営課題の解決・成長支援
　　・よろず支援拠点等の外部機関との連携による経営改善支援
　〇地域イノベーションの推進
　　・地域イノベーション研究センター（東北大学大学院経済学

研究科）との連携
　〇販路開拓支援
　　・商談会、展示会への出展支援
　〇地域資源を活かした産業の創出と育成
　　・田舎ベンチャービジネスクラブ（県産にんにく、県産どじょ

う等アグリビジネス分野の振興）
　〇クラウドファンディングサービスによるビジネス支援・産業振興

３．地域社会への貢献
─────────────────────────────────────────────────────────
　〇多重債務者が抱える問題の解決
　〇地域貢献活動の推進
　　・献血活動の実施、地域行事への参加、子ども金融教室の開

催、地元大学での講義など
　〇自治体および各種団体への寄付の贈呈
　　・しんくみピーターパンカード寄付金の贈呈、ブラウブリッ

ツ秋田への支援金贈呈など
　〇給付型奨学金「しんくみはばたき奨学金」

４．働きがいのある職場形成
─────────────────────────────────────────────────────────
　〇人材育成の強化
　　・各種資格取得の推進、職員研修制度の充実化
　〇女性の活躍推進
　〇人材派遣・人材交流
　　・東北経済産業局、全国信用協同組合連合会等への職員派遣

および受け入れ

　秋田県信用組合は、県内唯一の信用組合として、これ

まで地域に暮らす方々に寄り添った金融サービスの提供

を通じて、地域貢献に取り組んで参りました。

　今般、国連が提唱するSDGs（持続可能な開発目標）

の趣旨に賛同し、「けんしんSDGs宣言」を制定するこ

とで、これからも地域社会の発展ならびに持続可能な社

会の実現に取り組んで参ります。

　令和2年3月2日

秋田県信用組合　理事長　北　林　貞　男 ※SDGｓとは… 2015年9月に国連サミットで採択された持続可能な開発
目標（Sustainable Development Goals）のこと。

　「誰一人取り残さない」という基本理念の下、2030年までに解決すべき
世界共通の目標として、17目標とそれを達成するための169のターゲッ
トが示されている。

けんしんSDGs宣言
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コンプライアンス態勢
　コンプライアンスとは、法令等の遵守のみに止まらず、業務上の公正かつ公平な判断、さらには社会への貢献まで幅広く視野

に入れて、組織的な取組みと一人ひとりの主体的な行動により社会市民としての社会的責任を果たすことです。そして、この取

組みを通して地域住民・組合員の期待に応えることが当組合の目指すべき目標となります。

　当組合では、コンプライアンスを経営の最重要課題のひとつとして位置づけており、組合全体のコンプライアンス態勢を整備

しております。役職員に対する研修の実施・現場での指導に加え、統括部署である総務部がコンプライアンス態勢の検証を行い、

コンプライアンス委員会と連携して、態勢整備に努めております。

当組合のコンプライアンス基本方針
⑴　当組合は、金融機関としての社会的責任と公共的使命を十分認識し、健全な業務運営を通じて、お客さま及び社会からの

信頼・信用を確保する。

⑵　当組合は、法令、諸規則、諸規程の遵守（以下「コンプライアンス」という。）を通じて、社会的規範を逸脱することなく、

誠実かつ公正に業務を遂行して、コンプライアンスの実践を図る。

⑶　当組合は、その事業等の情報を適時かつ適切に開示して、広く社会とのコミュニケーションを図る。

⑷　当組合は、役職員の人格、個性を尊重するとともに、安全かつ快適な環境を確保する。

⑸　当組合は、社会の構成員であること及び地域社会の発展や公共の利益に深く関わる業務に携わっていることを認識し、「良

き企業市民」として、自主的かつ積極的に社会貢献活動及び環境問題に取り組む。

⑹　当組合は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として対決する。

監　　　　事
監 事 会 理 事 会

監 督 当 局

弁 護 士

コンプライアンス
委 員 会

コンプライアンス担当理事懲罰委員会

監 査 部

本 部 各 部 営 業 店

理　事　長

常勤役員会

総 務 部
（統括部署）
相談窓口

お 客 様

指
示

報
告

警 察
（刑事事件）
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リスク管理態勢
　当組合は、リスク管理を経営の重要施策と位置づけ、リスク管理に関する基本規程、および各リスク区分ごとのリスク管理方

針やリスク管理規程を制定して、管理態勢の確立に努めております。

区　　　分 内　　　　　　　　　　容

リスク管理の運営体制

　理事会は、統合的リスク管理態勢の構築、整備に関する重要事項を議決しております。理事長は、理事会の決定した方針
に基づき、組合内に統合的リスク管理に係る基本的事項および必要な事項を周知します。
　各リスク管理部署が認識したリスクは、リスク統括部（総合企画部）に集中し、統合的リスク管理担当理事を通じて、理
事会に報告されます。また、ALM委員会は統合的リスク管理に関する各業務部門を牽制すると共に重要事項に関する協議を
行い、その結果を理事会に報告します。

統合的リスク管理態勢

　統合的リスク管理は、当組合の業務に内在する各種リスクについて、これを一元的に管理し総体的に捉えて、その総体的
なリスクを当組合の経営体力と比較・対照することにより、当組合の業務の健全性を確保することを目的としております。
　当組合では、統合的リスク管理態勢を整備するため、「統合的リスク管理方針」並びに「統合的リスク管理規程」を制定し、
定量化可能なリスクについてはこれを合算して把握し、当組合の経営体力を超えたリスクテイクを行わないよう管理し、定
量化できないリスクについてもその影響度の段階的評価、管理・制御水準の自己評価等を行っております。

信用リスク管理態勢

　信用リスクとは、取引先の倒産や財務状況の悪化などにより、当組合が損失を受けるリスクをいいます。
「信用リスク管理方針」及び「信用リスク管理規程」に基づく管理態勢を構築しており、小口多数取引の推進、与信集中リ
スク抑制のための大口与信先のグループ管理の他、信用格付システムを導入して信用リスク管理に活用しております。
　また、個別案件の審査は審査部門が行い、貸出金の推進は営業推進部門が行うことで、相互に牽制が働く体制としており
ます。
　信用コストである貸倒引当金は、「自己査定基準」および「償却・引当の計上基準」に基づき、自己査定における債務者
区分ごとに厳正な検証を重ね、適正に算定しております。

市場リスク管理態勢

　市場リスクは、価格変動リスク（有価証券等の価格の変動に伴って資産価値が減少するリスク）、金利変動リスク（金利
変動に伴い損失を被るリスク）、為替リスク（外貨建て資産・負債の価値が変動するリスク）からなります。
　市場リスクを当組合の体力にあわせてコントロールするため、「市場リスク管理方針」及び「市場リスク管理規程」を制定し、
現在価値分析、VaR分析等によりリスク量を把握し、リスク限度枠内に止まるよう管理しております。
　また、市場リスクをより適正に把握するべく、ALMシステムを活用し管理態勢の整備に努めております。

流動性リスク管理態勢
　流動性リスクは、資金繰リスクと市場流動性リスクからなります。当組合では、「流動性リスク管理方針」及び「流動性リ
スク管理規程」に基づき、適切な資金ポジションを確保するため、預金貸出金を日常的に集中管理するとともに、調達手段・
調達先の多様化など、流動性確保に努めております。

オペレーショナルリスク
管理態勢

　オペレーショナル・リスクとは、事務リスク、システムリスク、または外生的な事象により損失を被るリスクです。リス
クの評価に関しては、経営陣に対しても随時報告する態勢としております。なお、リスクの計量につきましては「基礎的手法」
を採用しております。
①事務リスク管理
　事務リスクは、預金、融資、為替等の事務を適切に処理しなかったことにより生じる事故や、不祥事の発生により組合が
損失を被るリスクです。当組合は、事務管理運営要綱や事務取扱マニュアルを制定するとともに、各店に事務管理主管者を
配置して事務の適正な運用に努めております。また、研修体制の強化、臨店事務指導による事務レベルの向上に努めるほか、
自店検査、総合監査の実施により事務リスクの最小化を目指しております。
②システムリスク管理
　システムリスクは、コンピュータシステムの停止、誤作動、情報漏洩、不正使用に起因し組合が損失を被るリスクです。
　当組合は、信組情報サービス㈱の提供する信用組合業態標準のシステムを基幹システムとして利用しております。バック
アップセンター設置によるシステムの二重化等、セキュリティーは年々強化されておりますが、信組情報サービス㈱との連
携を図りつつ情報の保護、セキュリティーの確保、システムの運用管理に努めております。また、万一のシステムダウンに
備えた対策も準備しております。

苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
■苦情処理措置
　当組合では、お客様により一層のご満足をいただけるよう、
お取引に係る苦情等を受付けております。ご契約内容や商品に
関する苦情等は、お取引のある営業店または総務部にお申し出
ください。
【窓口：秋田県信用組合総務部】　電話：018-831-3551
　　受 付 日：月曜日～金曜日（祝日及び組合の休業日は除く）
　　受付時間：午前９時～午後５時
なお、苦情等対応手続については、当組合ホームページをご覧
ください。
ホームページアドレス　https：//www.akita-kenshin.jp
保険業務に関する苦情は下記機関でも受け付けております。
　　一般社団法人生命保険協会　生命保険相談所
� （電話：03-3286-2648）
　　一般社団法人日本損害保険協会　そんぽADRセンター
� （電話：0570-022808）

■紛争解決措置
【一般社団法人　全国信用組合中央協会　しんくみ相談所】
　　受 付 日：月曜日～金曜日（祝日および協会の休業日は除く）
　　受付時間：午前9時〜午後5時
　　電　　話：03-3567-2456

【弁護士会　仲裁センター等】
　　東京弁護士会　紛争解決センター（電話：03-3581-0031）
　　第一東京弁護士会　仲裁センター（電話：03-3595-8588）
　　第二東京弁護士会　仲裁センター（電話：03-3581-2249）
　　仙台弁護士会　紛争解決支援センター（電話：022-223-1005）
ご利用を希望されるお客様は、当組合総務部またはしんくみ相
談所にお申し出ください。また、お客様から各弁護士会に直接
お申し出いただくことで紛争の解決を図ることも可能です。な
お、前記弁護士会の仲裁センター等は、東京都以外の各地のお
客様もご利用いただけます。
仲裁センター等では、東京以外の地域の方々からの申立につい
て、当事者の希望を聞いたうえで、アクセスに便利な地域で手
続を進める方法もあります。
①移管調停：東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移

管する。
②現地調停：東京の弁護士会の斡旋人と東京以外の弁護士会の

斡旋人が、弁護士会所在地と東京を結ぶテレビ会
議システム等により、共同して解決に当たる。

　移管調停、現地調停は全国の弁護士会で実施している訳であ
りませんのでご注意下さい。具体的内容は仲裁センター等にご
照会ください。
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主要な事業の内容
Ａ．預金業務

預　金
　当座預金、普通預金、普通預金（無利息型）、貯蓄預金、通知預金、定期預金、積立定期預金、定期積金、別段預
金、納税準備預金等を取扱っております。

Ｂ．貸出業務
（イ）貸　付
　　手形貸付、証書貸付及び当座貸越を取扱っております。
（ロ）手形の割引
　　銀行引受手形、商業手形及び荷付為替手形の割引を取扱っております。

Ｃ．有価証券投資業務
　　預金の支払準備及び資金運用のため国債、地方債、社債、株式、その他の証券に投資しております。

Ｄ．内国為替業務
　　送金、振込及び代金取立等を取扱っております。

Ｅ．外国為替業務
　　全国信用協同組合連合会の取次業務として、外国送金及びその他外国為替に関する各種業務を行っております。

Ｆ．附帯業務
（イ）債務の保証業務
（ロ）登録金融機関業務（個人向け国債の募集）
（ハ）代理業務
　　⒜　全国信用協同組合連合会、㈱日本政策金融公庫、㈱商工組合中央金庫、独）住宅金融支援機構等の代理貸付業務
　　⒝　独）勤労者退職金共済機構等の代理店業務、⒞　日本銀行の歳入復代理店業務
（ニ）地方公共団体の公金取扱業務
（ホ）株式払込金の受入代理業務
（ヘ）貸金庫業務
（ト）損害保険及び生命保険の代理店業務
（チ）信託契約代理業務

■ 預金のご案内
種　　　類 特　　　　　　　　　　色 お預け入れ期間 お預け入れ金額

総 合 口 座 自動融資は定期預金合計額の90％、最高300万円までご利用いただけます。 入金・引き出し自由 普通1円・定期1万円以上
貯 蓄 預 金 残高が基準以上の場合、有利な金利が適用されます。 入金・引き出し自由 1円以上
普 通 預 金 年金受け取り、公共料金等の自動支払い、キャッシュカードなど便利にご利用いただけます。 入金・引き出し自由 1円以上
普通預金（無利息型） 利息は付きませんが、普通預金と同様にお使いいただけます。（預金保険により全額保護） 入金・引き出し自由 1円以上
当 座 預 金 ご商用の代金決済に便利で安心な小切手・手形がご利用いただけます。（当座貸越取扱しております） 入金・引き出し自由 1円以上
納 税 準 備 預 金 納税準備のためのご預金です。お利息は非課税となります。 入金自由・引き出しは納税時 1円以上
通 知 預 金 まとまったお金の短期間の運用にお得です。（お引き出しの2日前までにご通知下さい。） 7日以上 1万円以上
スーパー定期預金 短期間でも有利、確定利回りで安心です。 1か月以上5年以内 100円以上
大 口 定 期 預 金 大口資金の運用に適した高利回りのご預金です。 1か月以上5年以内 1，000万円以上
期日指定定期預金 1年毎の複利計算、お預け入れ後1年間の据置期間で満期日が指定できます。一部解約も可。 据置期間1年・最長預入3年 100円以上300万円未満
変動金利定期預金 市場金利に対応し、6か月毎に金利が変わる定期預金です。 3年 100円以上
積 立 定 期 預 金 いつでも気軽に無理なく確実に積立できます。まとまった資金づくりに最適です。 スーパー定期に準じます 100円以上
定 期 積 金 計画的な財産形成を目的として、毎月一定額を積み立てる、積立預金です。 6か月以上5年以内 1，000円以上
財 産 形 成 預 金 給料・ボーナスから天引きして財産を形成します。一般・住宅・年金の3種類があります。 積立期間5年（一般3年）以上 100円以上

■ 融資のご案内
種　　　類 特　　　　　　　　　　色 ご融資金額 ご融資期間

住 宅 ロ ー ン 住宅の新築と増改築・中古住宅購入、他行住宅ローンのお借換えなどにご利用下さい。 100万円～1億円以内 最長35年
多 目 的 ロ ー ン お使いみちに合わせて自動車、教育、リフォーム関連の資金にご利用いただけます。 10万円～1,000万円以内 最長15年(据置期間含む)
けんしんトリプルプラン＋ 自動車、教育、リフォーム関連の3つの資金プランにプラスして他金融機関等のローン借換

プランをご利用いただけます。（お取引実績を重視して、簡単、スピーディに対応いたします。） 10万円～500万円以内 最長15年(据置期間含む)
子育て支援ローン 出産、満18歳未満のお子様にかかる費用等にご利用いただけます。 100万円以内 最長7年（元金据置6か月以内）
福祉介護支援ローン 高齢者又は身体障害者等のために要する資金にご利用いただけます。 100万円以内 最長7年（元金据置6か月以内）
フ リ ー ロ ー ン お使いみちは自由、手続も簡単で便利です。（事業性資金は除く） 10万円〜300万円以内 最長7年
多重債務集約ローン ご本人やご家族名義の各種借入金を返済し、返済額の軽減が可能です。 10万円～1,000万円 無担保10年以内/有担保20年以内
教育カードローン お子様の教育に要する資金（授業料、仕送資金等）に利用限度内で繰り返しご利用いただけます。 100万円～500万円 契約期間3年（自動更新）
秋田犬応援カードローン 利用平均残高の0.25％を秋田犬の保存にご尽力されている団体等へ寄付いたします。お

買いもの、レジャーなどお使いみちは自由、利用限度内で繰り返しご利用いただけます。 30万円～200万円 契約期間3年（自動更新）

BB秋田応援カードローン 利用平均残高の1.0％をブラウブリッツ秋田へ支援金として寄付いたします。お買い
もの、レジャーなどお使いみちは自由、利用限度内で繰り返しご利用いただけます。 30万円～100万円 契約期間3年（自動更新）

小規模企業者カードローン 事業資金（運転資金および設備資金）にご利用いただけます。 50万円〜300万円 契約期間2年間
一 般 融 資 事業用資金、消費資金にご利用いただけます。 各種（窓口にご相談下さい） 各種（窓口にご相談下さい）
代 理 貸 付 全信組連・日本政策金融公庫・住宅金融支援機構・商工中金等の代理貸付をご利用下さい。 各種（窓口にご相談下さい） 各種（最長40年）

事 業 支 援ローン 事業資金調達にスピーディに対応いたします。 50万円～1,000万円 運転資金最長7年
設備資金最長10年

女性起業家支援ローン 女性で新規事業を開業される方、又は事業開始後１年以内の方で、開業および開業後
に必要な資金にご利用いただけます。 各種（窓口にご相談下さい） 各種（窓口にご相談下さい）

再 生可能エネ ル
ギー導入関連融資 発電事業（太陽光、風力、地熱発電等）に必要な資金にご利用いただけます。 設備資金：2億円以内

導入支援資金：2億8千万円以内 最長15年

新型コロナウイル
ス対策支援ローン

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動に支障が生じている個人事業主ま
たは法人の方にご利用いただけます。（運転資金および設備資金） 50万円～5,000万円以内 最長10年（元金措置2年以内）
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令和3年3月31日現在

主な手数料一覧

■各種手数料
項　目 内　　　　　訳 手数料金額

証明書

　残高証明書等各種証明手数料

（当組合制定書式　端末印字・手書） 660円

（当組合制定書式以外、英文発行等） 1,100円

（当組合制定書式以外、監査法人向け） 3,300円

　個人データ開示手数料 1,100円

　払込金受入証明書（発起設立時の株式払込） 1,100円

　取引履歴発行手数料（１か月分につき） 330円

その他

　郵送手数料（簡易書留郵便で発送します） 550円

　預積金通帳・証書等再発行手数料 1,100円

　キャッシュ・ローンカード再発行手数料 1,100円

　夜間金庫利用料（１年につき） 6,600円

　貸金庫使用利用料
　　（１年につき）

全自動 9,240円

半自動（標準） 7,920円

半自動（大型） 13,200円

手動 6,600円

　未利用口座管理手数料（１年につき） 1,320円

■当座預金関連手数料
項　　　目 内　　　訳 手数料金額

マル専口座開設手数料 3,300円

マル専手形用紙 　　１枚につき 550円

約束手形帳 　　１冊（50枚綴り） 2,200円

小切手帳 　　１冊（50枚綴り） 1,650円

自己宛小切手発行手数料 　　１枚につき 550円

■両替手数料
項　　　目 内　　　訳 手数料金額

両 替 手 数 料

1枚～50枚（お一人様1日1回まで） 無　料

※2回目以降 110円

51枚～300枚以下 110円

301枚～500枚 330円

501枚～1,000枚 550円

1,001枚以上
(以降500枚毎に３30円加算) 　880円～

大 量 硬 貨
入 出 金
手 数 料

300枚以下 無　料

301枚～500枚 330円

501枚～1,000枚 550円

1,001枚以上
(以降500枚毎に３30円加算) 　880円～

■インターネットバンキング（IB）手数料
項　　　目 内　　　訳 月額基本手数料

個人インターネット・
モ バ イ ル バ ン キ ン グ アンサーサービス 無　料

法人インターネットバンキング
(AnserBizSOL)

《法人および個人事業者向け》

アンサーサービス 無　料

データ伝送
サービス

総合・給与賞
与振込 無　料

口座振替 440円

■ATM利用手数料
項　　　目 内　　　訳 手数料金額

当 組 合 発 行 の カ ー ド
平日　　　  8:00～21:00

無　料
土・日・休日　8:00～21:00

他 金 融 機 関 発 行

の カ ー ド

平日　　　  8:00～  8:45 220円

平日　　　  8:45～18:00 110円

平日　　　18:00～21:00 220円

土・日・休日　8:00～21:00 220円

※「しんくみお得ネット」しんくみ同士の手数料が無料です。

注）各手数料には、消費税が含まれております。

■融資関連手数料
項　　　　　　目 手数料金額

各種取引約定書（用紙代） 220円

各種借用証書（用紙代） 220円

借入用手形用紙 110円

その他用紙代 110円

返済予定表再発行手数料 550円

不動産担保取扱手数料
（設定・差替・譲受・根抵当権極度増額） 33,000円

条件変更手数料 11,000円

繰上返済手数料 11,000円

■でんさいネット
項　　　目 内　　　訳 手数料金額

利用基本手数料 （月間） 無　料

取扱手数料 発生記録　　　　当組合宛 220円

　　　　　　他金融機関宛 440円

譲渡記録　　　　当組合宛 220円

　　　　　　他金融機関宛 440円

分割（譲渡）記録　当組合宛 220円

　　　　　　他金融機関宛 440円

保証記録 220円

変更記録 220円

開示請求（通常開示） 550円

支払記録 330円

入金（期日決済） 0円

◎お取引内容により、上記手数料のほか所定の手数料がかかる場合があります。

■為替手数料

項　目 内　　　訳
手数料金額

他行あて 本支店間 同一店内

振 込

手 数 料

窓　　　口
3万円未満 660円 330円 110円

3万円以上 880円 550円 330円

Ａ　Ｔ　Ｍ
3万円未満 440円 110円

無　料

3万円以上 660円 330円

定額自動送金
3万円未満 440円 110円

3万円以上 660円 330円

インターネット
バンキング

3万円未満 330円 無　料

3万円以上 440円 無　料

代金取立

同一店内及び同一手形交換所内 無　料

当組合本支店間 440円

他金融機関
至急扱い 880円

普通扱い 660円

送 金 送金小切手 普通扱い 660円

そ の 他

送金・振込の組戻し

1,100円
取立手形組戻し

取立手形店頭提示

不渡り手形返却

※　窓口振込は、電信扱・文書扱とも同一手数料です。
※　視覚障がいのある方が、店頭にて振込をする場合には、ATM振込手数料を適

用します。ただし、障害者手帳等の提示が必要となります。



当
組
合
の
あ
ゆ
み

20

当組合のあゆみ
■当組合のあゆみ（沿革）

昭和23年12月 北秋信用組合創立

昭和33年  8月 鹿角信用組合創立

昭和38年  7月 秋田商工信用組合創立

平成  2年  4月 3組合が合併し秋田県信用組合に名称変更

平成  2年  9月 二ツ井支店を鷹巣支店に、上小阿仁支店を森吉
支店に、小坂支店を毛馬内支店に統合

平成  8年  8月 全国信組共同センターに加盟

平成13年  9月 八幡平支店を花輪支店に統合

平成15年  1月 大館信用組合と合併し、3店舗（店外共同設置
CD １台含む）開設

平成20年  5月 店外ATM設置（たかのすモール出張所）

平成23年  7月 土崎支店　平成23年7月19日移転オープン

平成23年10月 泉支店　平成23年10月11日新築移転オープン

平成24年10月 手形支店　平成24年10月１日新築新設オープン

平成25年  8月 営業地域を秋田県全域に拡大

平成27年  9月 子会社「けんしん元気創生株式会社」を設立

平成27年12月 クラウドファンディング（CF）サービス
「FAAVO秋田」の運用を開始

平成31年  1月 再生可能エネルギーファンド設立

令和  2年  2月 森吉支店・田代支店の窓口営業時間変更

令和  2年  7月 毛馬内支店の窓口営業時間変更

報酬体系について
1　対象役員

当組合では、理事全員及び監事全員（非常勤を含む）の報酬を開示しております。対象役員に対する報酬等は、職務執行の対
価として支払う「基本報酬」及び「賞与」、在任期間中の職務執行及び特別功労の対価として退任時に支払う「退職慰労金」
で構成されております。

　⑴　報酬体系の概要
　　【基本報酬及び賞与】

　非常勤を含む全役員の基本報酬及び賞与につきましては、総代会において、理事全員及び監事全員それぞれの支払総額の
最高限度額を決定しております。
　そのうえで、各理事の基本報酬額につきましては役位や在任年数等を、各理事の賞与額については前年度の業績等をそれ
ぞれ勘案し、当組合の理事会において決定しております。また、各監事の基本報酬額及び賞与額につきましては、監事の協
議により決定しております。

　　【退職慰労金】
　退職慰労金につきましては、在任期間中に毎期引当金を計上し、退任時に総代会で承認を得た後、支払っております。
　なお、当組合では、全役員に適用される退職慰労金の支払いに関して、主として次の事項を規程で定めております。①決
定方法　②支払手段　③決定時期と支払時期

　⑵　令和2年度における対象役員に対する報酬等の支払総額　　（単位：千円）

区分 当期中の報酬支払額 総会等で定められた報酬限度額
理　事 71,584 80,000 
監　事 8,460 10,000 
合　計 80,044 90,000 

　　注1．上記は、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第15条別紙様式第4号「附属明細書」における役員に対する
報酬です。

　　注2．支払人数は、理事11名、監事3名です。(退任役員を含む）
　⑶　その他

　「協同組合による金融事業に関する法律施行規則第69条1項6号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、信用協
同組合等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを定める件」（平成24
年3月29日付金融庁告示第23号）第3条第1項第3号及び第5号に該当する事項はありません。

2　対象職員等
　当組合における報酬体系の開示対象となる「対象職員等」は、当組合の職員であって、対象役員が受ける報酬等と同等額以
上の報酬等を受ける者のうち、当組合の業務及び財産の状況に重要な影響を与える者をいいます。
　なお、令和2年度において、対象職員等に該当する者はいませんでした。
　注1．対象職員等には、期中に退任・退職した者も含めております。
　注2.「同等額」は、令和2年度に対象役員に支払った報酬等の平均額としております。
　注3．当組合の職員の給与、賞与及び退職金は当組合における「給与規程」及び「退職金規程」に基づき支払っております。
　なお、当組合は、非営利・相互扶助の協同組合組織の金融機関であり、業績連動型の報酬体系を取り入れた自社の利益を上げるこ
とや株価を上げることに動機づけされた報酬となっていないため、職員が過度なリスクテイクを引き起こす報酬体系ではありません。

■トピックス

令和  2年  4月 令和2年度返済不要の給付型奨学金
「しんくみ　はばたき奨学金」給付者決定

令和  2年  6月 第38回　「懸賞金付定期預金」　発売

令和  2年  6月 「社会福祉法人八幡平愛慈会」に
ピーターパンカード寄付金贈呈

令和  2年  9月 「ブラウブリッツ秋田」に
ブラウブリッツ秋田応援カードローン支援金贈呈

令和  2年10月 秋田県少子化対策応援ファンド協賛
「少子化対策支援定期預金パートⅪ」　発売

令和  2年10月 「南通りすこやか保育園」に
ピーターパンカード寄付金贈呈

令和  2年10月 「学校法人高清水幼稚園育栄会」に
ピーターパンカード寄付金贈呈

令和  3年  3月 「あいかわ保育園」に
ピーターパンカード寄付金贈呈
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科　　　　目 金　　　　　額
（ 資 産 の 部 ） 令和元年度 令和２年度

現 金 871,639 963,231
預 け 金 21,026,693 23,741,636
有 価 証 券 12,015,228 13,090,434

国 債 977,925 969,495
地 方 債 3,853,349 3,822,106
社 債 4,621,893 6,024,327
株 式 302,595 303,714
そ の 他 の 証 券 2,259,465 1,970,792

貸 出 金 58,984,915 61,352,453
割 引 手 形 313,242 185,483
手 形 貸 付 3,459,970 1,786,949
証 書 貸 付 51,022,666 56,053,459
当 座 貸 越 4,189,035 3,326,561

そ の 他 資 産 549,409 511,548
未 決 済 為 替 貸 5,085 2,535
全 信 組 連 出 資 金 356,400 356,400
前 払 費 用 3,784 2,596
未 収 収 益 77,401 78,066
そ の 他 の 資 産 106,738 71,950

有 形 固 定 資 産 1,306,379 1,291,997
建 物 463,115 440,472
土 地 707,240 709,872
リ ー ス 資 産 3,432 2,012
建 設 仮 勘 定 - 6,506
その他の有形固定資産 132,591 133,133

無 形 固 定 資 産 17,733 18,361
ソ フ ト ウ ェ ア 13,854 14,514
その他の無形固定資産 3,878 3,846

繰 延 税 金 資 産 20,545 688
債 務 保 証 見 返 117,697 199,896
貸 倒 引 当 金 △ 1,875,771 △ 1,793,805

（うち個別貸倒引当金） △ 1,710,697 △ 1,633,363

資 産 の 部 合 計 93,034,470 99,376,442

科　　　　目 金　　　　　額
（ 負 債 の 部 ） 令和元年度 令和２年度

預 金 積 金 87,750,245 93,111,227
当 座 預 金 774,055 892,771
普 通 預 金 22,563,349 29,503,806
貯 蓄 預 金 29,122 32,960
通 知 預 金 25,439 11,689
定 期 預 金 59,362,522 57,613,110
定 期 積 金 4,832,870 4,839,996
そ の 他 の 預 金 162,885 216,891

借 用 金 61,100 754,304
当 座 借 越 - 700,000
借 入 金 61,100 54,304

そ の 他 負 債 302,203 253,749
未 決 済 為 替 借 20,630 19,141
未 払 費 用 141,705 99,049
給 付 補 填 備 金 1,236 993
未 払 法 人 税 等 56,517 31,084
前 受 収 益 28,149 20,267
払 戻 未 済 金 24,858 22,447
リ ー ス 債 務 3,551 2,105
資 産 除 去 債 務 1,301 1,331
そ の 他 の 負 債 24,252 57,329

賞 与 引 当 金 26,931 26,997
退 職 給 付 引 当 金 131,367 131,523
役員退職慰労引当金 100,473 114,206
偶 発 損 失 引 当 金 87,087 65,784
睡眠預金払戻損失引当金 1,001 862
繰 延 税 金 負 債 - -
再評価に係る繰延税金負債 57,094 57,094
債 務 保 証 117,697 199,896
負 債 の 部 合 計 88,635,202 94,715,646
（ 純 資 産 の 部 ）
出 資 金 2,180,414 2,184,340

普 通 出 資 金 2,180,414 2,184,340
利 益 剰 余 金 1,971,430 2,095,701

利 益 準 備 金 814,466 844,466
その他利益剰余金 1,156,963 1,251,234

特 別 積 立 金 950,000 950,000
当期未処分剰余金 206,963 301,234

組 合 員 勘 定 合 計 4,151,844 4,280,042
その他有価証券評価差額金 136,757 270,087
土 地 再 評 価 差 額 金 110,667 110,667
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 247,424 380,754
純 資 産 の 部 合 計 4,399,268 4,660,796
負債及び純資産の部合計 93,034,470 99,376,442

貸借対照表 （単位：千円）

貸借対照表の注記事項
1．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。なお、以下の注記については、表示単位

未満を切り捨てて表示しております。
2．有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会

社・子法人等株式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち
時価のあるものについては事業年度末の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均
法により算定）、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原
価法又は償却原価法により行っております。

　　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
3．土地の再評価に関する法律（平成10年法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行ってお

ります。なお、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」
として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上し
ております。

　　　再評価を行った年月日　　　　　　　　　　平成10年3月31日
　　　当該事業用土地の再評価前の帳簿価額　　　 280百万円
　　　当該事業用土地の再評価後の帳簿価額　　　 401百万円
　　　同法律第3条第3項に定める再評価の方法	 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年政

令第119号）第2条第4項の地価税の課税対象価
格（路線価）に基づいて（奥行価格補正、時点修
正、近隣売買事例による補正等）合理的な調整を
行って算定しております。

　　同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の決算期における時価の合計額と当該事業用土
地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額　　　△228百万円

4．有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率法（ただし、平成10年4月1日以後に取得
した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物
については定額法）を採用しております。

　　また、主な耐用年数は次のとおりであります。
　　　　　　　　　　　建　　物　8年～39年
　　　　　　　　　　　動　　産　2年～20年
5．無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は定額法により償却しております。なお、自社利

用のソフトウェアについては、当組合内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
6．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産｣ 中のリース

資産は、リース期間を耐用年数とした定額法によっております。なお、残存価額については、リース
契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

７．外貨建資産・負債は主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。
８．貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
　　日本公認会計士協会・銀行等監督特別委員会報告第4号「銀行等金融機関の資産の自己査定並び

に貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（令和2年10月8日）に規定する正常先債権及
び要注意先債権に相当する債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想
損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績又は倒産実績を基礎と
した貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め算定しており
ます。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証によ
る回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を引当てております。破綻先債権及び

実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収
可能見込額を控除した残額を計上しております。

　　全ての債権は、資産の自己査定基準に基づき、各営業店（営業関連部署）の協力の下に審査部（資
産査定部署）が資産査定を実施しており、その査定結果により上記の引当てを行っております。

9．賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、
当事業年度に帰属する額を計上しております。

10．退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。

　　なお、当組合は、複数事業主（信用組合等）により設立された企業年金制度（総合型厚生年金基	
金）を採用しております。当該企業年金制度に関する事項は次のとおりです。

　⑴　制度全体の積立状況に関する事項（令和2年3月31日現在）
　　　年金資産の額　　　　　　　　　　　　　　　　　　326,130百万円
　　　年金財政計算上の数理債務の額と
　　　　最低責任準備金の額との合計額　　　　　　　　　282,169百万円　
　　　差引額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  43,960百万円
　⑵　制度全体に占める当組合の掛金拠出割合
　　　（自平成31年4月1日　至令和2年3月31日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.66％
　⑶　補足説明

　上記⑴の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高20,484百万円及び別途
積立金64,445百万円です。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間12年の元利均等償
却であり、当組合は当期の計算書類上、特別掛金13百万円を費用処理しております。
　なお、特別掛金の額はあらかじめ定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与の額に乗じるこ
とで算定されるため、上記⑵の割合は当組合の実際の負担割合とは一致しません。

11．役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の
支給見込額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。

12．睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備える
ため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積もり必要と認める額を計上しております。

13．偶発損失引当金は、信用保証協会の責任共有制度による負担金の将来における支出に備えるため、
将来の負担金支出見込額を計上しております。

14．消費税および地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。
15．会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度

に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
　　　　　　貸倒引当金1,793百万円
　　貸倒引当金の算出方法は、重要な会計方針として8.に記載しております。主要な仮定は、「債務者

区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」であります。「債務者区分の判定における貸出先の
将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定しております。

　　なお、個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事業年
度に係る財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。

　　企業会計基準第31号「会計上の見積りの開示に関する会計基準」を適用し、当期より記載してお
ります。

16．理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権総額　133百万円
17．理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債務総額　  33百万円
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18．子会社等の株式又は出資金の総額66百万円
19．有形固定資産の減価償却累計額2,016百万円
20．貸出金のうち破綻先債権額は38百万円、延滞債権額は2,806百万円であります。
　　なお、破綻先債権とは元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続していることその他の事由に

より、元本又は利息の取立て又は弁済の見込がないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸
倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭
和40年政令第97号）第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事
由が生じている貸出金であります。

　　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支
　　援を図ることを目的として利息の支払いを猶予した貸出金以外の貸出金であります。
21．貸出金のうち、3か月以上延滞債権額はありません。
　　なお、3か月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払いが約定支払日の翌日から3か月以上遅延
　　している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
22．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は256百万円であります。
　　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、

利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で
破綻先債権、延滞債権及び3か月以上延滞債権に該当しないものであります。

23．破綻先債権額、延滞債権額、3か月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は、3,101
百万円であります。

　　なお、20．から23．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
24．手形割引により取得した銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形の額面金額は、185百万円であ

ります。
25．担保に提供している資産は、次のとおりであります。
　　　担保提供している資産　　　預け金　　　3,010百万円
　　上記のほか内国為替取引のために預け金1,000百万円を担保として提供しております。
　　また、全国信用協同組合連合会への保障基金定期預金として、払戻しに制限のある預け金351

百万円を預け入れております。
　　秋田市及び大館市の水道、工業用水道、下水道事業収納金取扱いのため保証金合計0百万円を担

保として差し入れております。
26．出資1口当たりの純資産額は1,066円86銭です。
27．金融商品の状況に関する事項
　⑴　金融商品に対する取組方針
　　　当組合は、預金業務、融資業務および市場運用業務などの金融業務を行っております。
　　　このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総合的管理（ALM）

をしております。
　⑵　金融商品の内容及びそのリスク
　　　当組合が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する貸出金です。
　　　また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、満期保有目的、純投資目的及び事業

推進目的で保有しております。
　　　これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒さ

れております。
　　　外貨建有価証券については、為替の変動リスクに晒されております。
　　　一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒されております。
　　　また、変動金利の預金については、金利の変動リスクに晒されております。
　⑶　金融商品に係るリスク管理体制
　　①　信用リスクの管理
　　　　当組合は、融資権限規程及び信用リスク管理規程に従い、貸出金について、個別案件ごとの

与信審査、与信限度額、信用情報管理、保証や担保の設定、問題債権への対応など与信管理に
関する体制を整備し運営しております。

　　　　これらの与信管理は、各営業店のほか審査部により行われ、また、定期的に常勤役員会や理
事会を開催し、審議・報告を行っております。

　　　　さらに、与信管理の状況については、監査部がチェックしております。
　　　　有価証券の発行体の信用リスクに関しては、事務部において、信用情報や時価の把握を定期

的に行うことで管理しております。
　　②　市場リスクの管理
　　　ⅰ　金利リスクの管理
　　　　　当組合は、ALMによって金利の変動リスクを管理しております。
　　　　　ALMに関する規則及び要領において、リスク管理方法や手続等の詳細を明記しており、

ALM委員会において決定されたALMに関する方針に基づき、常勤役員会において実施状況の
把握・確認、今後の対応等の協議を行っています。

　　　　　日常的には事務部において金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把握し、ギャップ分
析や金利感応度分析等によりモニタリングを行い、月次ベースで常勤役員会に報告しており
ます。

　　　ⅱ　為替リスクの管理
　　　　　当組合は、為替の変動リスクに関して、個別の案件ごとに管理しております。
　　　ⅲ　価格変動リスクの管理
　　　　　有価証券を含む市場運用商品の保有については、常勤役員会の方針に基づき、理事会の監

督の下、有価証券運用規程に従い行われております。
　　　　　このうち、総務部では、市場運用商品の購入を行っており、総合企画部は、投資限度額の

設定のほか、継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を図っております。
　　　　　総務部で保有している株式の多くは、事業推進目的で保有しているものであり、取引先の

市場環境や財務状況などをモニタリングしています。
　　　　　これらの情報は事務部を通じ、常勤役員会及び理事会において定期的に報告されておりま

す。
　　　ⅳ　市場リスクに係る定量的情報
　　　　　当組合において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、「預

け金」、「有価証券」のうち債券及び投資信託、「貸出金」、「預金積金」であります。当組合では、
これらの金融資産及び金融負債について、「協同組合による金融事業に関する法律施行規則第
六十九条第一項第五号二等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が
別に定める事項（平成十九年金融庁告示第十七号）」において通貨ごとに規定された金利ショッ
クを用いた時価の変動額を市場リスク量とし、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的
分析に利用しております。当該変動額の算定にあたっては、対象の金融資産及び金融負債を（固
定金利群と変動金利群に分けて）それぞれ金利期日に応じて適切な期間に残高を分解し、期
間ごとの金利変動幅を用いております。

　　　　　なお、金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当事業年度末において、
IRRBB基準による上方パラレルシフト（指標金利の上昇をいい、日本円金利の場合、1.00%
上昇等、通貨ごとに上昇幅が異なる）が生じた場合、時価は2,431百万円減少するものと把
握しております。

　　　　　当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリ
スク変数との相関を考慮しておりません。また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が
生じた場合には、算定額を超える影響が生じる可能性があります。

　　③　資金調達に係る流動性リスクの管理
　　　　当組合は、ALMを通して、適時に資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、市場環境を

考慮した長短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管理しております。
　⑷　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　　　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ

れた価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用してるため、
異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

　　　なお、金融商品のうち預け金、貸出金、預金積金については、簡便な計算により算出した時価
に代わる金額を含めて開示しております。（（注1）参照）

28．金融商品の時価等に関する事項
　　令和3年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません
（（注2）参照）。

　　また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。
（単位：百万円）

貸借対照表
計　上　額 時　　価 差　　額

⑴　預け金（*1）
⑵　有価証券
　　　その他有価証券
⑶　貸出金（*1）
　　　　貸倒引当金（*2）

23,741
12,677
12,677
61,352

△ 1,792

23,793
12,677
12,677

52
－
－

59,560 61,783 2,043
金 融 資 産 計 95,978 98,254 2,095
⑴　 預　 金　 積　 金（*1） 93,111 93,153 42
⑵ 借 　 用 　 金 754 754 －
金 融 負 債 計 93,865 93,907 42

　（*1）　貸出金、預け金、預金積金の「時価」には、「簡便な計算により算出した時価に代わる金額」
が含まれております。

　（*2）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
　（注1）金融商品の時価等の算定方法
　金融資産
　　⑴　預け金
　　　　満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時

価としております。満期のある預け金については、市場金利で割り引くことで現在価値を算定し、
当該現在価値を時価とみなしております。

　　⑵　有価証券
　　　　債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。投資信託は、

公表されている基準価格によっております。
　　⑶　貸出金
　　　　貸出金は、以下の①～②の合計額から、貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当

金を控除する方法により算定し、その算出結果を簡便な方法により算出した時価に代わる金額
として記載しております。

　　　①　6か月以上延滞債権等、将来キャッシュ・フローの見積りが困難な債権については、その
貸借対照表の貸出金勘定に計上している額（貸倒引当金控除前の額）。

　　　②　①以外は、貸出金の種類ごとにキャッシュ・フローを作成し、元利金の合計額を市場金利
（LIBOR、スワップレート）で割り引いた価額を時価とみなしております。

　金融負債
　　⑴　預金積金
　　　　要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿簿価）を時価とみなしてお

ります。定期預金の時価は、一定の金額帯および期間帯ごとに将来キャッシュ・フローを作成し、
元利金の合計額を一種類の市場金利（LIBOR、スワップレート）で割り引いた価額を時価とみ
なしております。

　（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の時
価情報には含まれておりません。

（単位：百万円）

区　　　　　分 貸借対照表計上額
子会社株式（*1） 3
非上場株式（*1） 300
組合出資金（*2） 465

合　　　　計 769

　（*1）子会社株式、非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と
認められることから時価開示の対象とはしておりません。

　（*2）組合出資金のうち、時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているも
のについては、時価開示の対象とはしておりません。

29．有価証券の時価、評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これらには、「国債」「地方
債」「社債」「その他の証券」が含まれております。以下32まで同様であります。

（1）売買目的有価証券に区分した有価証券はありません。
（2）満期保有目的の債券に区分した有価証券はありません。
（3）子会社・子法人等株式及び関連法人等株式で時価のあるものはありません。
（4）その他有価証券
　　【貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの】

貸借対照表
計　上　額 取得原価 差　　額

国 債 969百万円 949百万円 20百万円 
地 方 債 3,526百万円 3,281百万円 244百万円 
社 債 3,941百万円 3,815百万円 125百万円 
そ の 他 1,142百万円 1,059百万円 82百万円 
小 計 9,580百万円 9,106百万円 473百万円 

　　【貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの】

貸借対照表
計　上　額 取得原価 差　　額

地 方 債 295百万円 300百万円 △4百万円 
社 債 2,082百万円 2,103百万円 △20百万円 
そ の 他 719百万円 766百万円 △47百万円 

小 計 3,097百万円 3,169百万円 △72百万円 
合 計 12,677百万円 12,276百万円 401百万円 

　（注）1．表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価格であります。
　　　 2．貸借対照表計上額は、当事業年度末における市場価格等に基づく時価により計上したもの

であります。
　　　 3．その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく

下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、
当該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理

（以下「減損処理」という。）しております。当事業年度において、時価のあるその他有価証
券で減損処理を行なった銘柄はありません。また、時価が「著しく下落した」と判断するた
めの基準は、個々の銘柄について、事業年度末日における時価が取得原価と比べて50％以上
下落している場合等であります。

30．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券はありません。
31．当事業年度中に売却したその他有価証券は次のとおりであります。

売却価格 売却益 売却損
213百万円 2百万円 13百万円

32．その他有価証券のうち満期があるものの期間毎の償還予定額は次のとおりであります。

1年以内 1年超
5年以内

5年超
10年以内 10年超

国 債 － 700百万円 － 250百万円
地 方 債 6百万円 124百万円 530百万円 2,913百万円
社 　 　 債 － 400百万円 1,800百万円 3,700百万円
そ の 他 114百万円 802百万円 － 700百万円
合 　 　 計 120百万円 2,026百万円 2,330百万円 7,563百万円

33．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を
受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付ける
ことを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、11,402百万円であります。
このうち原契約期間が1年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが2,734百万円あ
ります。

　　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高その
ものが必ずしも当組合の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの
契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全、その他相当の事由があるときは、当組合が実行申
し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条件が付けられておりま
す。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期
的に予め定めている当組合内手続きに基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、
与信保全上の措置等を講じております。

34．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであります。

繰延税金資産
　貸倒引当金損金算入限度額超過額 449百万円
　減価償却損金算入限度額超過額 26百万円
　退職給付引当金損金算入限度額超過額 36百万円
　その他有価証券評価差額金 20百万円
　その他 152百万円
繰延税金資産小計 684百万円
評価性引当額 △ 553百万円
繰延税金資産合計 131百万円
繰延税金負債
　その他有価証券評価差額金 131百万円
　その他 0百万円
繰延税金負債合計 131百万円
繰延税金負債の純額 0百万円



損
益
計
算
書

24

科　　　目 令和元年度 令和２年度

経 常 収 益 1,687,799 1,730,339

資 金 運 用 収 益 1,592,778 1,606,186

貸 出 金 利 息 1,432,620 1,432,376

預 け 金 利 息 28,816 27,805

有 価 証 券 利 息 配 当 金 120,480 135,458

その他の受入利息 10,861 10,546

役 務 取 引 等 収 益 71,427 80,393

受 入 為 替 手 数 料 29,912 30,855

その他の役務収益 41,514 49,538

そ の 他 業 務 収 益 21,377 12,652

国債等債券売却益 10,525 1,891

その他の業務収益 10,852 10,760

そ の 他 経 常 収 益 2,216 31,106

貸倒引当金戻入額 - -

償 却 債 権 取 立 益 2,048 778

株 式 等 売 却 益 - 1,008

その他の経常収益 168 29,318

経 常 費 用 1,503,402 1,505,657

資 金 調 達 費 用 43,333 29,723

預 金 利 息 42,651 29,761

給付補填備金繰入額 682 575

借 用 金 利 息 - △ 613

役 務 取 引 等 費 用 105,712 110,027

支 払 為 替 手 数 料 14,790 14,934

その他の役務費用 90,921 95,092

そ の 他 業 務 費 用 13,847 24,012

国債等債券売却損 13,844 23,979

その他の業務費用 2 32

経 費 1,264,526 1,254,408

人 件 費 722,785 739,378

物 件 費 524,290 496,436

税 金 17,450 18,593

そ の 他 経 常 費 用 75,981 87,485

貸倒引当金繰入額 22,089 72,926

株 式 等 償 却 - -

その他の経常費用 53,891 14,559

経 常 利 益 184,397 224,681

特 別 損 失 30 112

固 定 資 産 処 分 損 30 112

減 損 損 失 - -

そ の 他 の 特 別 損 失 - -

税 引 前 当 期 純 利 益 184,366 224,569

法人税・住民税及び事業税 63,994 41,840

法 人 税 等 調 整 額 236 15,235

法 人 税 等 合 計 64,231 57,076

当 期 純 利 益 120,135 167,492

繰越金（当期首残高） 86,827 133,742

土地再評価差額金取崩額 - -

当 期 未 処 分 剰 余 金 206,963 301,234

（注）１．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
　　　２．出資１口当たりの当期純利益　　　38円21銭

損益計算書 （単位：千円） 剰余金処分計算書 （単位：千円）

科　　　目 令和元年度 令和２年度
当 期 未 処 分 剰 余 金 206,963 301,234
剰 余 金 処 分 額 73,221 193,623

利 益 準 備 金 30,000 50,000
特 別 積 立 金 - 100,000
普通出資に対する配当金 43,221 43,623

繰越金（当期末残高） 133,742 107,611

業務粗利益及び業務純益等 （単位：千円）

科　　　目 令和元年度 令和２年度
資 金 運 用 収 益 1,592,778 1,606,186
資 金 調 達 費 用 43,333 29,723

資 金 運 用 収 支 1,549,444 1,576,462
役 務 取 引 等 収 益 71,427 80,393
役 務 取 引 等 費 用 105,712 110,027

役 務 取 引 等 収 支 △ 34,285 △ 29,633
そ の 他 業 務 収 益 21,377 12,652
そ の 他 業 務 費 用 13,847 24,012

そ の 他 の 業 務 収 支 7,529 △ 11,359
業 務 粗 利 益 1,522,689 1,535,469
業 務 粗 利 益 率 1.56% 1.50%
業 務 純 益 399,036 299,425
実 質 業 務 純 益 268,601 294,793
コ ア 業 務 純 益 271,921 316,881
コ ア 業 務 純 益

（除く投資信託解約損益） 277,116 305,742

（注1）1．業務粗利益率=業務粗利益÷資金運用勘定計平均残高×100
　　　  2．業務純益=業務収益-（業務費用-金銭の信託運用見合費用）
　　　  3．実質業務純益=業務純益+一般貸倒引当金繰入額
　　　  4．コア業務純益=実質業務純益-国債等債券損益

役務取引の状況 （単位：千円）

科　　　目 令和元年度 令和２年度
役 務 取 引 等 収 益 71,427 80,393

受 入 為 替 手 数 料 29,912 30,855
その他の受入手数料 40,649 43,738
その他の役務取引等収益 864 5,800

役 務 取 引 等 費 用 105,712 110,027
支 払 為 替 手 数 料 14,790 14,934
その他の支払手数料 61,187 64,466
その他の役務取引等費用 29,734 30,626

経費の内訳 （単位：千円）

科　　　目 令和元年度 令和２年度
人 件 費 722,785 739,378

報 酬 給 料 手 当 576,335 585,807
退 職 給 付 費 用 54,853 55,611
そ の 他 91,597 97,960

物 件 費 524,290 496,436
事 務 費 216,185 211,642
固 定 資 産 費 87,727 92,077
事 業 費 97,559 83,446
人 事 厚 生 費 23,524 9,744
減 価 償 却 費 70,809 71,403
そ の 他 28,484 28,121

税 金 17,450 18,593
経 費 合 計 1,264,526 1,254,408
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項　　　目 令和元年度 令和２年度

受 取 利 息 の 増 減 △ 10,855 13,408

支 払 利 息 の 増 減 △ 5,475 △ 13,610

受取利息および支払利息の増減 （単位：千円）

財務諸表の適正性及び内部監査の有効性

　私は当組合の令和２年４月１日から令和３年３

月31日までの第58期の事業年度における貸借対

照表、損益計算書及び剰余金処分計算書の適正性、

及び同書類作成に係る内部監査の有効性を確認い

たしました。

　　　　　　　　　　　　　　令和3年6月18日

　　　　秋田県信用組合

　　　　　　理事長　北 林　貞 男

　当組合は、協同組合による金融事業に関する法律

第５条の８第３項に規定する「特定信用組合」に

該当しておりますので、「貸借対照表」「損益計算書」

「剰余金処分計算書」等につきましては、会計監査

人である「鈴木崇大公認会計士」および「三浦佑

一郞公認会計士」の監査を受けております。

法定監査の状況

総資産利益率 （単位：％）

項　　　目 令和元年度 令和２年度

総 資 産 経 常 利 益 率 0.19 0.22

総資産当期純利益率 0.12 0.16

（注）総資産経常（当期純）利益率＝経常（当期純）利益／総資産（債務保証見
返を除く）平均残高×100

総資金利鞘等 （単位：％）

項　　　目 令和元年度 令和２年度

資金運用利回（a） 1.63 1.56

資金調達原価率（ｂ） 1.38 1.29

総資金利鞘（ａ−ｂ） 0.25 0.27

地域創生・地域活性化・地域貢献

項　　　目 令和元年度 令和２年度

業 務 純 益 399,036 299,425

業務純益 （単位：千円）

●しんくみ保証優良組合表彰（R2.7.21）
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資金の調達と運用
資金運用勘定、調達勘定の平均残高等

科　　目 年度 平均残高 利　　息 利回り

資 金 運 用
勘 定

Ｒ元年度 97,376
百万円

1,592,778
千円

1.63
％

Ｒ２年度 102,330 1,606,186 1.56

う ち
貸 出 金

Ｒ元年度 56,759 1,432,620 2.52

Ｒ２年度 61,151 1,432,376 2.34

う ち
預 け 金

Ｒ元年度 28,368 28,816 0.10

Ｒ２年度 28,610 27,805 0.09

う ち
有価証券

Ｒ元年度 11,890 120,480 1.01

Ｒ２年度 12,210 135,458 1.10

科　　目 年度 平均残高 利　　息 利回り

資 金 調 達
勘 定

Ｒ元年度 93,482
百万円

43,333
千円

0.04
％

Ｒ２年度 98,216 29,723 0.03

う ち
預金積金

Ｒ元年度 89,410 43,333 0.04

Ｒ２年度 97,538 30,337 0.03

（注）資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（R元年度3百万円、R2年度3百万
円）を、それぞれ控除して表示しております。

（注）資金調達勘定の利息は借用金利息（R2年度613千円）を控除して表示し
ております。

１店舗当りの預金および貸出金残高 （単位：百万円）

項　　　目 令和元年度末 令和２年度末

1 店 舗 当 り の 預 金 残 高 5,850 6,207

1店舗当りの貸出金残高 3,932 4,090

預貸率および預証率 （単位：％）

区　　　分 令和元年度 令和２年度

預 貸 率
（期　　末） 67.21 65.89

（期中平均） 63.48 62.69

預 証 率
（期　　末） 13.69 14.05

（期中平均） 13.29 12.51職員1人当りの預金および貸出金残高 （単位：百万円）

項　　　目 令和元年度末 令和２年度末

職員1人当りの預金残高 702 738

職員1人当りの貸出金残高 471 486

資金の調達
預金種目別平均残高 （単位：百万円､％）

種　　　目
令和元年度 令和２年度

金　額 構成比 金　額 構成比

流 動 性 預 金 23,589 26.4 31,559 32.4

定 期 性 預 金 65,821 73.6 65,979 67.6

譲 渡 性 預 金 - - - -

そ の 他 の 預 金 - - - -

合 計 89,410 100.0 97,538 100.0

預金者別預金残高 （単位：百万円､％）

区　　　分
令和元年度末 令和２年度末

金　額 構成比 金　額 構成比

個 人 73,885 84.2 76,563 82.2

法 人 13,864 15.8 16,547 17.8

一 般 法 人 11,694 13.3 15,077 16.2

金 融 機 関 0 0.0 1 0.0

公 金 2,169 2.5 1,469 1.6

合 計 87,750 100.0 93,111 100.0

定期預金種類別残高 （単位：百万円）

項　　　目 令和元年度末 令和２年度末

固 定 金 利 定 期 預 金 59,024 57,300 

変 動 金 利 定 期 預 金 7 7 

そ の 他 の 定 期 預 金 331 306 

合 計 59,362 57,613 
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資金の運用

貸出金使途別残高 （単位：百万円､％）

貸出金種類別平均残高 （単位：百万円､％）

種　　　目
令和元年度 令和２年度

金　額 構成比 金　額 構成比

割 引 手 形 287 0.5 205 0.3 

手 形 貸 付 3,315 5.8 2,314 3.8 

証 書 貸 付 49,133 86.6 54,965 89.9 

当 座 貸 越 4,023 7.1 3,665 6.0 

合 計 56,759 100.0 61,151 100.0 

担保種類別貸出金残高及び債務保証見返額（単位：百万円､％）

区　　　　　分 金　　額 構成比 債務保証見返額

当組合預金積金
令和元年度末 611 1.0 0 

令和2年度末 534 0.9 4 

有 価 証 券
平成元年度末 - - -

令和2年度末 - - -

動 産
令和元年度末 11 0.0 -

令和2年度末 11 0.0 -

不 動 産
令和元年度末 24,849 42.1 -

令和2年度末 24,565 40.0 -

そ の 他
令和元年度末 10 0.0 91 

令和2年度末 9 0.0 152 

小 計
令和元年度末 25,483 43.2 91 

令和2年度末 25,121 40.9 156 

信用保証協会・信用保険
令和元年度末 7,557 12.8 -

令和2年度末 13,893 22.6 -

保 証
令和元年度末 23,951 40.6 25 

令和2年度末 20,751 33.8 42 

信 用
令和元年度末 1,991 3.3 -

令和2年度末 1,586 2.6 -

合 計
令和元年度末 58,984 100.0 117 

令和2年度末 61,352 100.0 199 

期首
残高

当　期
増加額

当期減少額 期末
残高目的使用 その他

一般貸倒
引 当 金

令和元年度 295 165 - 295 165

令和2年度 165 160 - 165 160

個別貸倒
引 当 金

令和元年度 1,620 1,710 62 1,558 1,710

令和2年度 1,710 1,633 154 1,555 1,633

合 計
令和元年度 1,916 1,875 62 1,853 1,875

令和2年度 1,875 1,793 154 1,720 1,793

貸倒引当金の内訳 （単位：百万円）

貸出金業種別残高・構成比 （単位：百万円､％）

区　　　分
令和元年度末 令和２年度末

金　　額 構成比 金　　額 構成比

運 転 資 金 31,038 52.6 33,462 54.5 

設 備 資 金 27,946 47.4 27,890 45.5 

合 計 58,984 100.0 61,352 100.0 

区　　　分 令和元年度末 令和２年度末

固 定 金 利 貸 出 27,861 30,526

変 動 金 利 貸 出 31,123 30,826

合 計 58,984 61,352

貸出金金利区分別残高 （単位：百万円）

項　　　目 令和元年度 令和２年度

貸 出 金 償 却 額 - -

貸出金償却額 （単位：百万円）

業　種　別
令和２年度末

金　額 構成比

製 造 業 3,162 5.15 

農 業 、 林 業 808 1.31 

漁 業 27 0.04 

鉱業、採石業、
砂 利 採 取 業 85 0.13 

建 設 業 6,310 10.28 

電気、ガス、熱
供 給 、水 道 業 1,797 2.92 

情 報 通 信 業 44 0.07 

運 輸 、郵 便 業 1,451 2.36 

卸売業、小売業 5,236 8.53 

金 融・保 険 業 3 0.00 

不 動 産 業 10,980 17.89 

物 品 賃 貸 業 14 0.02 

学術研究、専門、
技術サービス業 792 1.29 

宿 泊 業 280 0.45 

飲 食 業 1,175 1.91 

生 活 関 連 サ ー
ビス業、娯楽業 3,482 5.67 

教 育 、 学
習 支 援 業 51 0.08 

医 療 、 福 祉 937 1.52 

その他サービス 7,524 12.26 

そ の 他 の 産 業 666 1.08 

小 計 44,833 73.07 

地 方 公 共 団 体 3,262 5.31 

雇 用 ・ 能 力
開 発 機 構 等 - -

個人（住宅・消
費・納税資金等） 13,256 21.60 

合 計 61,352 100.00

業　種　別
令和元年度末

金　額 構成比

製 造 業 2,821 4.78 

農 業 、 林 業 789 1.33 

漁 業 28 0.04 

鉱業、採石業、
砂 利 採 取 業 86 0.14 

建 設 業 5,712 9.68 

電気、ガス、熱
供 給 、水 道 業 1,814 3.07 

情 報 通 信 業 35 0.05 

運 輸 、郵 便 業 995 1.68 

卸売業、小売業 4,657 7.89 

金 融・保 険 業 3 0.00 

不 動 産 業 10,768 18.25 

物 品 賃 貸 業 19 0.03 

学術研究、専門、
技術サービス業 619 1.04 

宿 泊 業 266 0.45 

飲 食 業 790 1.33 

生 活 関 連 サ ー
ビス業、娯楽業 2,864 4.85 

教 育 、 学
習 支 援 業 35 0.05 

医 療 、 福 祉 1,040 1.76 

その他サービス 7,314 12.39 

そ の 他 の 産 業 742 1.25 

小 計 41,406 70.19 

地 方 公 共 団 体 3,953 6.70 

雇 用 ・ 能 力
開 発 機 構 等 - -

個人（住宅・消
費・納税資金等） 13,625 23.09 

合 計 58,984 100.00

（注）業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。
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区　　　分
令和元年度 令和２年度

金　　額 構成比 金　　額 構成比

国 債 948 8.0 949 7.8

地 方 債 3,565 30.0 3,585 29.4

短 期 社 債 - - - -

社 債 4,487 37.8 5,179 42.4

株 式 302 2.5 302 2.5

外 国 証 券 1,459 12.3 1,370 11.2

そ の 他 の 証 券 1,127 9.4 823 6.7

合 計 11,890 100.0 12,210 100.0

（注）当組合は、商品有価証券を保有しておりません。

有価証券種類別平均残高 （単位：百万円､％）

区　　　　分 期間の
定めなし 1年以内 1年超

5年以内
5年超

10年以内 10年超

国 債
令和元年度末 0 0 308 411 258

令和２年度末 0 0 715 0 254

地方債
令和元年度末 0 0 104 437 3,311

令和２年度末 0 0 103 549 3,168

短 期
社 債

令和元年度末 - - - - -

令和２年度末 - - - - -

社 債
令和元年度末 0 100 304 728 3,489

令和２年度末 0 0 406 1,831 3,787

株 式
令和元年度末 302 0 0 0 0

令和２年度末 303 0 0 0 0

外 国
証 券

令和元年度末 187 302 293 0 676

令和２年度末 214 0 251 0 709

その他
の証券

令和元年度末 799 0 0 0 0

令和２年度末 109 141 527 0 18

合 計
令和元年度末 1,289 402 1,010 1,576 7,735

令和２年度末 627 141 2,003 2,380 7,937

有価証券種類別残存期間別残高 （単位：百万円）

満期保有目的の債券に区分した有価証券はありません。

満期保有目的の債券

種　　類
令和元年度末 令和２年度末

貸借対照表
計　上　額 取得原価 差　　額 貸借対照表

計　上　額 取得原価 差　　額

貸 借 対 照 表 計 上 額 が
取得原価を超えるもの

国 　 　 債 977 948 28 969 949 20

地  方  債 3,558 3,288 269 3,526 3,281 244

社 　 　 債 3,347 3,217 129 3,941 3,815 125

そ の 他 722 694 28 1,142 1,059 82

小 　 　 計 8,606 8,149 456 9,580 9,106 473

貸 借 対 照 表 計 上 額 が
取得原価を超えないもの

地  方  債 295 300 △ 4 295 300 △ 4

社 　 　 債 1,274 1,302 △ 28 2,082 2,103 △ 20

そ の 他 1,437 1,597 △ 160 719 766 △ 47

小 　 　 計 3,006 3,200 △ 193 3,097 3,169 △ 72

合　　　　　　　　計 11,612 11,349 263 12,677 12,276 △ 401

その他の有価証券 （単位：百万円）

項　　　目
令和元年度末 令和２年度末

貸 借 対 照 表 計 上 額 貸 借 対 照 表 計 上 額

子 会 社 ・ 子 法 人 等 株 式 3 3

非 上 場 株 式 299 300

地 　 方 　 債 - -

組 合 出 資 金 99 465

合　　　　　　　　計 402 769
（注）当事業年度中に、次に該当するものはございません。（有価証券勘定）
　　　・売買目的に区分した有価証券　・当事業年度中に売却した満期保有目的の債券　・当事業年度中に保有目的を変更した有価証券

時価評価されていない有価証券の主な内容及び貸借対照表計上額 （単位：百万円）

有価証券の時価､評価差額等に関する事項
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区　　　　分 債権額
（A）

担保・保証等
（B）

貸倒引当金
（C）

保全額
（D）=（B）+（C）

保全率
（D）/（A）

貸倒引当金引当率
（C）/（A-B）

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

令和元年度 848 286 562 848 100.00 100.00

令和2年度 919 290 628 919 100.00 100.00

危 険 債 権
令和元年度 2,027 635 1,148 1,784 88.01 82.47

令和2年度 1,929 682 1,004 1,687 87.46 80.60

要 管 理 債 権
令和元年度 267 39 17 57 21.35 7.46

令和2年度 256 33 4 38 15.02 2.14

不 良 債 権 計
令和元年度 3,142 961 1,728 2,690 85.61 79.23

令和2年度 3,105 1,007 1,638 2,645 85.19 78.08

正 常 債 権
令和元年度 56,011

令和2年度 58,491

合　　　計
令和元年度 59,154
令和2年度 61,596

（注）1.「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更正手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する
債権及びこれらに準ずる債権です。

　　　2.「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができ
ない可能性の高い債権です。

　　　3.「要管理債権」とは、「3か月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」に該当する貸出債権です。
　　　4.「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」以外の

債権です。
　　　5.「担保・保証等(B)」は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額の合計額です。
　　　6.「貸倒引当金(C)」は、「正常債権」に対する一般貸倒引当金を控除した貸倒引当金です。
　　　7.  金額は決算後（償却後）の計数です。

金融再生法開示債権及び同債権に対する保全額 （単位：百万円､％）

リスク管理債権及び同債権に対する保全額 （単位：百万円､％）

区　　　　　　　分 残　　　高
（Ａ）

担保・保証額
（Ｂ）

貸倒引当金
（Ｃ）

保全率
（Ｂ＋Ｃ）／Ａ

破 綻 先 債 権
令和元年度 140 61 78 100.00 

令和２年度 38 9 28 100.00 

延 滞 債 権
令和元年度 2,725 850 1,632 91.09 

令和２年度 2,806 959 1,604 91.38 

３ か 月 以 上 延 滞 債 権
令和元年度 0 0 0 -

令和２年度 0 0 0 -

貸 出 条 件 緩 和 債 権
令和元年度 267 39 17 21.49 

令和２年度 256 33 4 15.02 

合　　　　　計
令和元年度 3,133 952 1,728 85.54 
令和２年度 3,101 973 1,638 84.19 

（注）1．「破綻先債権」とは、元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込がないものとし
て未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令第96条第1項第3
号のイ．会社更生法又は、金融機関等の更正手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の申立てがあった債務者、ロ．民事再生法の規定による
再生手続開始の申立てがあった債務者、ハ．破産法の規定による破産手続開始の申立てがあった債務者、ニ．会社法の規定による特別清算開始の申立てが
あった債務者、ホ．手形交換所の取引停止処分を受けた債務者、等に対する貸出金です。

　　　2．「延滞債権」とは、上記1．および債務者の経営再建又は支援（以下「経営再建等」という。）を図ることを目的として利息の支払いを猶予したもの以外の
未収利息不計上貸出金です。

　　　3．「3か月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払いが約定支払日の翌日から3か月以上延滞している貸出金（上記1．及び2．を除く）です。
　　　4．「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有

利となる取決めを行った貸出金（上記1．～3．を除く）です。
　　　5．「担保・保証額（B）」は、自己査定に基づく担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額です。
　　　6．「貸倒引当金（C）」は、リスク管理債権区分の各項目の貸出金に対して引当てた金額を記載しており、リスク管理債権以外の貸出金等に対する貸倒引当金

は含まれておりません。
　　　7．「保全率（Ｂ+C）/（Ａ）」は、リスク管理債権ごとの残高に対し、担保・保証、貸倒引当金を設定している割合です。
　　　8．これらの開示額は、担保処分による回収見込額、保証による回収が可能と認められる額や既に引当てている個別貸倒引当金を控除する前の金額であり、全

てが損失となるものではありません。

管理債権の状況
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自己資本の構成と充実状況
■自己資本調達手段の概要
　当組合の自己資本は、出資金及び利益剰余金等により構成されています。なお、当組合の自己資本調達手段は普通出資（発行主体：秋田県信用組合）のみであり、
コア資本に係る基礎項目の額に算入された額は、2,184百万円となります。

■自己資本の構成に関する事項� （単位：百万円）

項　　　　　　　目 令和元年度 令和２年度経過措置による
不算入額

経過措置による
不算入額

コア資本に係る基礎項目　（１）
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組合員勘定の額 4,108 4,236

うち、出資金及び資本剰余金の額 2,180 2,184
うち、利益剰余金の額 1,971 2,095
うち、外部流出予定額（△） 43 43
うち、上記以外に該当するものの額 － 0

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 165 160
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 165 160
うち、適格引当金コア資本算入額 － 0

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 － 0
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手
段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 － 0

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45パーセントに相当する
額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 30 22

コア資本に係る基礎項目の額　　　　　　　　　　　　　　　（イ） 4,303 4,419
コア資本に係る調整項目　（2）
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額 12 0 13 0

うち、のれんに係るものの額 － － － －
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 12 0 13 0

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 － － － －
適格引当金不足額 － － － －
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 － － － －
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 － － － －
前払年金費用の額 － － － －
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額 － － － －
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 － － － －
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 － － － －
信用協同組合連合会の対象普通出資等の額 － － － －
特定項目に係る10パーセント基準超過額 － － － －

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連
するものの額 － － － －

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に
関連するものの額 － － － －

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 － － － －
特定項目に係る15パーセント基準超過額 － － － －

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連
するものの額 － － － －

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 － － － －
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 － － － －

コア資本に係る調整項目の額　　　　　　　　　　　　　　　（ロ） 12 13
自　己　資　本

自己資本の額（（イ）－（ロ））　　　　　　　　　　　　　　 （ハ） 4,291 4,406
リスク・アセット等　（３）
信用リスク・アセットの額の合計額 48,575 46,713

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 116 116
うち、他の金融機関等向けエクスポージャー

うち、上記以外に該当するものの額 116 116
オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８パーセントで除して得た額 2,919 2,880
信用リスク・アセット調整額 - -
オペレーショナル・リスク相当額調整額 - -
リスク・アセット等の額の合計額　　　　　　　　　　　　　（ニ） 51,494 49,594

自 己 資 本 比 率
自己資本比率（（ハ）／（ニ）） 8.33% 8.88%
（注）自己資本比率の算出方法を定めた「協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第14条の２の規定に基づき、信用協同組合及び

信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第22号）」に係る
算式に基づき算出しております。なお、当組合は国内基準により自己資本比率を算出しております。
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■自己資本の充実度に関する事項 （単位：百万円）

令和元年度 令和２年度
リスク・アセット 所要自己資本額 リスク・アセット 所要自己資本額

イ．信用リスク・アセット、所要自己資本の額合計※1 48,575 1,943 46,713 1,868
①標準的手法が適用されるポートフォリオごと

のエクスポージャー※2 48,110 1,924 46,454 1,858

（ⅰ）ソブリン向け 140 5 154 6
（ⅱ）金融機関向け 5,032 201 5,344 213
（ⅲ）法人等向け 20,424 816 18,888 755
（ⅳ）中小企業等・個人向け 6,576 263 6,222 248
（ⅴ）抵当権付住宅ローン 2,423 96 2,407 96
（ⅵ）不動産取得等事業向け 9,270 370 9,310 372
（ⅶ）3ヵ月以上延滞等 246 9 215 8
（ⅷ）出資等 898 35 770 30
　出資等のエクスポージャー 898 35 770 30
　重要な出資のエクスポージャー 0 0 0 0
（ⅸ）他の金融機関等の対象資本調達手段のうち対象普
通出資等に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー 0 0 0 0

（ⅹ）信用協同組合連合会の対象普通出資等であってコア資本に
係る調整項目の額に算入されなかった部分に係るエクスポージャー 356 14 356 14

（ⅺ）その他 2,743 109 2,785 111
②証券化エクスポージャー － － － －
③リスク・ウェイトのみなし計算が摘要されるエクスポージャー 238 9 143 5

　ルック・スルー方式 0 0 0 0
　マンデート方式 0 0 0 0
　蓋然性方式（250%） 238 9 143 5
　蓋然性方式（400%） 0 0 0 0
　フォールバック方式（1250%） 0 0 0 0

④経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額 116 4 116 4
⑤他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る

経過措置によりリスク・アセットの額に算入されなかったものの額 0 0 0 0

⑥CVAリスク相当額を8％で除して得た額 － － － －
⑦中央清算機関関連エクスポージャー － － － －

ロ．オペレーショナル・リスク 2,919 116 2,880 115
ハ．単体総所要自己資本額（イ＋ロ） 51,494 2,059 49,594 1,983

（注）1．所要自己資本の額=リスク・アセットの額×4%　2．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額です。
　3．「ソブリン」とは、中央政府、中央銀行、地方公共団体、地方公共団体金融機構、我が国の政府関係機関、土地開発公社、地方住宅供給公社、地方道路公社、外国の中央政府以外の
公共部門（当該国内においてソブリン扱いになっているもの）、国際開発銀行、国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀行、欧州共同体、信用保証協会等のことです。　4．「3ヵ月以上延
滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー
及び「ソブリン向け」、「金融機関及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」においてリスク・ウェイトが
150%になったエクスポージャーのことです。　5．「その他」とは、（ⅰ）〜（ⅹ）に区分されないエクスポージャー
です。具体的には「有形固定資産、無形固定資産」等が含まれます。　6．オペレーショナル・リスクは、当組合
は基礎的手法を採用しています。　7．単体総所要自己資本額=単体自己資本比率の分母の額×4%

■信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー （単位：百万円）

信用リスク削減手法
ポートフォリオ

適格金融資産担保 保　　　　　証 クレジット・デリバティブ
令和元年度 令和２年度 令和元年度 令和２年度 令和元年度 令和２年度

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー 330 298 3,083 3,000 - -
①ソブリン向け - - - - - -
②金融機関向け - - - - - -
③法人等向け 26 9 47 0 - -
④中小企業等・個人向け 286 250 2,924 2,897 - -
⑤抵当権付住宅ローン - - 67 74 - -
⑥不動産取得等事業向け 9 38 - - - -
⑦３ヵ月以上延滞等 1 0 0 0 - -
⑧出資等 - - - - - -

出資等のエクスポージャー - - - - - -
重要な出資のエクスポージャー - - - - - -

⑨その他 7 0 44 28 - -
（注）1．当組合は、適格金融資産担保について簡便手法を用いています。　2．上記「保証」には、告示（平成18年金融庁告示第22号）第45条（信用保証協会、農業信用基金協会、漁業信用基金協会に

より保証されたエクスポージャー）、第46条（株式会社地域経済活性化支援機構等により保証されたエクスポージャー）を含みません。　3.「その他」とは、①～⑧に区分されないエクスポージャーです。

信用リスク削減手法に関する事項

■信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要
　信用リスク削減手法とは、組合が抱えている信用リスクを軽減するための措置で、具体的には、預金担保、有価証券担保、不動産担保、保証、クレジット・デリバティ
ブなどが該当します。
　当組合が扱う担保には、自組合預金積金、有価証券、不動産…等、保証には、人的保証、信用保証協会保証、政府関係機関保証、民間保証…等ありますが、その手
続きについては、組合が定める「事務取扱要綱」等により、適切な事務取扱及び適正な評価を行っております。
　自己資本比率で定められている信用リスク削減手法には、適格担保として自組合預金積金、上場株式、有価証券…等、保証として信用保証協会保証、政府関係機関保証、
民間保証、その他未担保預金…等、貸出金と自組合預金の相殺として債務者の担保手続きがなされていない定期預金、日本銀行貸出支援基金の活用に係る「全信組連
への預け金」と「全信組連からの借入金」…等が該当します。

■当事業年度中に次に該当する取引、及び該当事項はございません。
　・先物取引、オフバランス取引、金銭の信託（運用目的、満期保有目的及びその他目的）
　・派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項
　・貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額
　・証券化エクスポージャーに関する事項

〈オペレーショナル・リスク（基礎的手法）の算定方法〉
 　 粗利益（直近３年間のうち正の値の合計額）×15％  

÷8％ 　―――――――――――――――――――――――
 　   直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数
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信用リスクに関する事項（証券化エクスポージャーを除く）

金利リスクに関する事項

■業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の残高等 （単位：百万円）

個別貸倒引当金
貸出金償却

期末残高 期中の増減額
令和元年度 令和2年度 令和元年度 令和2年度 令和元年度 令和2年度

製 造 業 73 63 △ 2 △ 10 - -
農 業 ・ 林 業 13 - △ 36 △ 13 - -
漁 業 - 10 - 10 - -
鉱業、採石業、砂利採取業 7 9 0 2 - -
建 設 業 282 233 33 △ 49 - -
電気・ガス・熱供給・水道業 599 612 47 13 - -
情 報 通 信 業 - - - - - -
運 輸 、 郵 便 業 6 7 6 1 - -
卸 売 業 、 小 売 業 184 185 60 1 - -
金 融 ・ 保 険 業 - - - - - -
不 動 産 業 237 225 △ 11 △ 12 - -
物 品 賃 貸 業 - - - - - -
学術研究、専門、技術サービス業 - - - - - -
宿 泊 業 0 0 0 0 - -
飲 食 業 198 129 △ 16 △ 69 - -
生活関連サービス業、娯楽業 - - - - - -
教 育 、 学 習 支 援 業 - - - - - -
医 療 、 福 祉 - 112 - 112 - -
そ の 他 サ ー ビ ス 79 26 5 △ 53 - -
そ の 他 の 産 業 - - - - - -
国 ・ 地 方 公 共 団 体 等 - - - - - -
個 人 27 17 2 △ 10 - -
合 計 1,710 1,633 90 △ 77 0 0

（注）1．当組合は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しております。
　　　2．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

■IRRBB：金利リスク� （単位：百万円）

ΔEVE ΔNII
令和元年度末 令和２年度末 令和元年度末 令和２年度末

上 方 パ ラ レ ル シ フ ト 2,065 2,431 0 0 
下 方 パ ラ レ ル シ フ ト 0 0 0 0 
ス テ ィ ー プ 化 1,943 2,034 
フ ラ ッ ト 化
短 期 金 利 上 昇
短 期 金 利 低 下
最 大 値 2,065 2,431 0 0 

令和元年度末 令和２年度末
自 己 資 本 の 額 4,291 4,406 

（注1）金利リスクの算定手法の概要等は、「定性的な開示事項」の項目に記載しております。

■定性的な開示事項
　金利リスクとは、資産と負債の金利又は期間のミスマッチが存在している中で金利が変動することにより、利益が低下ないし
損失を被るリスクを指しますが、当組合においては、定期的な評価・計測を行い、適宜、対応を講じる態勢としております。
　具体的には、一定の金利ショックを想定した場合の銀行勘定の金利リスクの計測や、SKC-ALMシステム等による定期的な計
測・評価を行い、リスク管理担当部署で検討するとともに、定期的に理事会へ報告を行うなど、資産・負債の最適化に向けたリ
スク・コントロールに務めております。
　当組合において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、「預け金」、「有価証券」のうち債券
及び投資信託、「貸出金」、「預金積金」であります。当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、「協同組合による金
融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第五号二等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に
定める事項（平成十九年金融庁告示第十七号）」において通貨ごとに規定された金利ショックを用いた時価の変動額を市場リス
ク量とし、金利の変動リスクの管理にあたっての定量分析に利用しております。
　当該変動額の算定にあたっては、対象の金融資産及び金融負債を（固定金利群と変動金利群に分けて、）それぞれ金利期日に
応じて適切な期間に残高を分解し、期間ごとの金利変動幅を用いております。
　なお、金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当事業年度末において、IRRBB基準による上方パラレルシフト

（指標金利の上昇をいい、日本円金利の場合1.00％上昇等、通貨ごとに上昇幅が異なる）が生じた場合、時価は、2,431百万円
減少するものと把握しております。
　当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数との相関を考慮しておりま
せん。また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生じる可能性があります。
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■リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （単位：百万円）

告示で定めるリスク・ウェイト区分（％）
エクスポージャーの額

令和元年度 令和２年度
格付有り 格付無し 格付有り 格付無し

0 978 9,887 970 16,905 
10 1,294 6,106 1,380 5,393 
20 829 21,086 830 23,260 
35 0 6,999 0 6,949 
50 2,296 1,124 3,209 929 
75 0 10,544 0 10,025 

100 1,876 32,307 2,155 29,367 
150 0 41 0 44 
250 0 43 0 57 

1,250 - - - -
その他 - - - -

合　　　　　　　　　　計 7,275 87,969 8,546 92,933 
（注）1．格付は、適格格付機関が付与しているものに限ります。　2．エクスポージャーは、信用リスク削減手法適用後のリスク・ウェイトに区分しています。　3. コ

ア資本に係る調整項目となったエクスポージャー（経過措置による不算入分を除く）、CVA リスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。

■信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高（業種別及び残存期間別） （単位：百万円）

エクスポージャー区分

地域区分
業種区分
期間区分

信用リスクエクスポージャー期末残高
３ヵ月以上延滞
エ ク ス ポ ー
ジ ャ ー

貸出金、コミットメ
ント及びその他のデ
リバティブ以外のオ
フ・バランス取引

債 券
デ リ バ テ ィ
ブ 取 引

令和元年度 令和２年度 令和元年度 令和２年度 令和元年度 令和２年度 令和元年度 令和２年度 令和元年度 令和２年度
国 内 93,717 100,304 117 199 9,453 10,531 - - 1,139 924
国 外 1,527 1,174 0 0 1,459 1,174 - - 0 0
地 域 別 合 計 95,244 101,479 117 199 10,912 11,990 - - 1,139 924
製 造 業 2,864 3,192 8 1 397 795 - - 73 69 
農 業 ・ 林 業 855 938 16 23 0 0 - - 13 0 
漁 業 28 27 0 0 0 0 - - 0 0 
鉱業・砕石業・砂利採取業 86 85 0 0 0 99 - - 0 0 
建 設 業 6,046 6,733 85 156 0 0 - - 334 286 
電気・ガス・熱供給・水道業 1,842 1,839 0 0 1,094 1,012 - - 0 0 
情 報 通 信 業 35 44 0 0 0 199 - - 0 0 
運 輸 業 ・ 郵 便 業 1,012 1,465 0 0 730 731 0 0 
卸 売 業 ・ 小 売 業 4,865 5,434 0 13 0 101 - - 259 254 
飲 食 業 946 1,334 0 3 0 0 - - 24 0 
金 融 ・ 保 険 業 6,340 5,622 0 0 1,261 1,322 - - 0 0 
不 動 産 業 11,096 11,295 0 0 403 601 - - 301 287 
そ の 他 サ ー ビ ス 7,696 7,865 5 0 396 195 - - 92 4 
学術研究、専門・技術サービス業 928 1,083 0 0 0 0 - - 0 0 
生活関連サービス業・娯楽業 3,133 3,743 0 0 100 404 - - 1 0 
個 人 11,600 11,248 1 1 0 0 - - 37 16 
物 品 賃 貸 業 19 14 0 0 0 0 - - 0 0 
宿 泊 266 280 0 0 0 0 - - 0 0 
医 療 、 福 祉 1,040 937 0 0 0 0 - - 0 0 
教 育 、 学 習 支 援 業 35 51 0 0 0 0 - - 0 0 
そ の 他 25,966 28,602 0 0 0 0 - - 2 4 
国 ・ 地 方 公 共 団 体 等 8,534 9,637 0 0 6,529 6,527 - - 0 0 
業 種 別 合 計 95,244 101,479 117 199 10,912 11,990 - - 1,139 924 
１ 年 以 下 27,356 17,707 46 87 402 353 - -
１ 年 超 ３ 年 以 下 5,348 8,736 56 86 300 1,123 - -
３ 年 超 ５ 年 以 下 6,114 12,265 5 0 710 535 - -
５ 年 超 ７ 年 以 下 4,774 4,495 0 0 841 1,845 - -
７ 年 超 1 0 年 以 下 8,753 17,254 2 2 735 7,919 - -
1 0 年 超 36,889 35,661 6 22 7,735 214 - -
期間の定めのないもの 1,458 958 0 0 187 0 - -
そ の 他 4,547 4,400 0 0 0 0 - -
残 存 期 間 別 合 計 95,244 101,479 117 199 10,912 11,990 - -

（注）1．「貸出金、コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ･バランス取引」とは、貸出金の期末残高の他、当座貸越等のコミットメントの与信相当額、
デリバティブ取引を除くオフ･バランス取引の与信相当額の合計額です。

　　　2．「3ヵ月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞している者に係るエクスポージャーのことです。
　　　3．上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することが困難な投資信託等および業種区分や期間区分に分類することが困難なエクスポー

ジャーです。具体的には現金、投資信託（一部）、未決済為替貸、その他の資産の一部、有形無形固定資産、繰延税金資産が含まれます。
　　　4．CVAリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。
　　　5．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。
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■貸借対照表計上額及び時価 （単位：百万円）

区　　　　　　　　　分
令和元年度末 令和２年度末

貸借対照表計上額 時　　価 貸借対照表計上額 時　　価
上 場 株 式 等 - - - -
非 上 場 株 式 等 1,396 - 1,347 -
合 　 　 　 　 　 計 1,396 - 1,347 -

（注）1．出資等エクスポージャーには、保有株式（非上場）、投資信託、出資が含まれます。　2．投資信託は複数の資産を裏付としており、上場・非上場の確認が困難であることから非上場株式等に含めて記載しています。

■出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額
（単位：百万円）

区　　　分 令和元年度 令和２年度
売 却 益 - 1
売 却 損 - -
償 　  却 - 1

（注）損益計算書における損益の額を記載しております。

■貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額
（単位：百万円）

区　　　分 令和元年度 令和２年度
評 価 損 益 136 270

（注）「貸借対照表で認識され、かつ損益計算書で認識されない評価損益の額」
とはその他有価証券の評価損益です。

出資等エクスポージャーに関する事項

当組合および子会社等の概況

■子会社等の概況

会　社　名 所　在　地 主要業務内容 設立年月日 資本金又は出資金
（百万円）

議決権
所有割合

けんしん元気創生株式会社 秋田市中通6丁目16-11シティ
パレス駅前1階

投資事業組合財産の運用及び管
理に関する業務 平成27年  9月18日 3 100％

秋田元気創生ファンド投資
事業有限責任組合

岩手県盛岡市大通3丁目6番
12号開運橋センタービル 地域活性化に関する投資業務 平成27年10月15日 200 ─

秋田再生可能エネルギー投
資事業有限責任組合

岩手県盛岡市大通3丁目6番
12号開運橋センタービル

木質バイオマスを中心とした再生可
能エネルギー事業に関する投資業務 平成31年  1月11日 105 ─

■連結自己資本比率
　当組合では、子会社は当信用組合グループの財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しい
と認められるため、連結財務諸表は作成しておりません。

出資 運営・出資
運
営
・
出
資

けんしん元気創生株式会社

秋田県信用組合
秋田元気創生ファンド投資事業有限責任組合

秋田再生可能エネルギー投資事業有限責任組合

■ ご あ い さ つ …………  2
【概況・組織】

1.事 業 方 針 …………  3
2.事 業 の 組 織 ＊ …………  6
3. 役員一覧（理事および監事の氏名・役職名）＊ …………  6
4. 店舗一覧（事務所の名称・所在地）＊ …………35
5.自 動 機 器 設 置 状 況 …………35
6.地 区 一 覧 …………35
7.組 合 員 の 推 移 …………  5

【主要事業内容】
8.主 要 な 事 業 の 内 容 ＊ …………18
9.信 用 組 合 の 代 理 業 者 ＊ … 取扱なし

【業務に関する事項】
10.事 業 概 況 ＊ …………  3
11.経 常 収 益 ＊ …………  4
12.業 務 純 益 …………25
13.経 常 利 益 ＊ …………  4
14.当 期 純 利 益 ＊ …………  4
15.出 資 総 額 、出 資 総 口 数 ＊ …………  4
16.純 資 産 額 ＊ …………  4
17.総 資 産 額 ＊ …………  4
18.預 金 積 金 残 高 ＊ …………  4
19.貸 出 金 残 高 ＊ …………  4
20.有 価 証 券 残 高 ＊ …………  4
21.単 体 自 己 資 本 比 率 ＊ …………  4
22.出 資 に 対 す る 配 当 金 ＊ …………  4
23.職 員 数 ＊ …………  4
【主要業務に関する指標】
24. 業務粗利益および業務粗利益率＊ …………24
25.業 務 純 益 ＊ …………24
26.実 質 業 務 純 益 ＊ …………24
27.コ ア 業 務 純 益 ＊ …………24

28.コア業務純益（除く投資信託解約損益）＊ …………24
29. 資金運用収支、役務取引等収支およびその他業務収支＊ …………24
30. 資金運用勘定・資金調達勘定の平均残高、利息、利回り＊ …………26
31.資 金 利 鞘 等 ＊ …………25
32.受取利息、支払利息の増減＊ …………25
33.役 務 取 引 の 状 況 …………24
34.経 費 の 内 訳 …………24
35.総 資 産 経 常 利 益 率 ＊ …………25
36.総 資 産 当 期 純 利 益 率 ＊ …………25
【預金に関する指標】
37.預 金 種 目 別 平 均 残 高 ＊ …………26
38.預 金 者 別 預 金 残 高 …………26
39.職 員 1 人 当 り 預 金 残 高 …………26
40.1 店 舗 当 り 預 金 残 高 …………26
41.定 期 預 金 種 類 別 残 高 ＊ …………26
【貸出金等に関する指標】
42.貸 出 金 種 類 別 平 均 残 高 ＊ …………27
43. 担保種類別貸出金残高及び債務保証見返額＊ …………27
44.貸 出 金 金 利 区 分 別 残 高 ＊ …………27
45.貸 出 金 使 途 別 残 高 ＊ …………27
46.貸出金業種別残高・構成比＊ …………27
47.預貸率（期末・期中平均）＊ …………26
48.職 員 1 人 当 り 貸 出 金 残 高 …………26
49.1 店 舗 当 り 貸 出 金 残 高 …………26
【有価証券に関する指標】
50.商品有価証券の種類別平均残高＊ … 取引なし
51.有価証券の種類別平均残高＊ …………28
52. 有価証券種類別残存期間別残高＊ …………28
53.預証率（期末・期中平均）＊ …………26
【経営管理態勢に関する事項】
54.コ ン プ ラ イ ア ン ス 態 勢 ＊ …………16
55. 苦情処理措置及び紛争解決措置の内容＊ …………17

56.リ ス ク 管 理 態 勢 ＊ …………17
【財産の状況】
57. 貸借対照表、損益計算書、剰余金処分計算書＊ … 22〜24
58.リスク管理債権及び同債権に対する保全額＊ …………29

⑴　破 綻 先 債 権
⑵　延 滞 債 権
⑶　3 か 月 以 上 延 滞 債 権
⑷　貸 出 条 件 緩 和 債 権

59. 金融再生法開示債権及び同債権に対する保全額＊ …………29
60.自己資本の構成と充実状況＊ … 30〜34
61. 有価証券の時価、評価差額等に関する事項＊ …………28
62. 貸倒引当金（期末残高・期中増減額）＊ …………27
63.貸 出 金 償 却 の 額 ＊ …………27
64. 財務諸表の適正性及び内部監査の有効性について …………25
65.会 計 監 査 人 に よ る 監 査 ＊ …………25
【その他の業務】
66.手 数 料 一 覧 …………19
【その他】
67.ト ピ ッ ク ス …………20
68.当 組 合 の あ ゆ み （ 沿 革 ） …………20
69.総 代 会 …………  5
70.継 続 企 業 の 前 提 の 疑 義 ＊ … 該当なし
71.報 酬 体 系 に つ い て …………20
72.当組合および子会社等の概況 …………34
73.S D G s 宣 言 …………15
【地域貢献に関する事項】
74.地 域 と の つ な が り…   7〜12
75. 中小企業の経営の改善及び活性化のための取組状況＊… 13〜14
【会計監査法人】
76.会計監査法人の氏名又は名称＊ …………  6

索 引  各開示項目は、下記のページに記載しております。なお、＊印は、「協同組合による金融事業に関する法律施行規則」で規定されております法定開示項目です。

■秋田県信用組合グループの事業系統図



店舗一覧表（事務所の名称・所在地） （自動機器設置状況）（令和3年6月末現在）

店　　名 住　　　　　　　　所 電　　話 ATM
本 部 〒010-0011 秋田県秋田市南通亀の町4-5 018-831-3551 −
本 店 〒010-0011 秋田県秋田市南通亀の町4-5 018-833-7733 １台
泉 支 店 〒010-0917 秋田県秋田市泉中央五丁目16-23 018-824-1381 1台
土 崎 支 店 〒011-0943 秋田県秋田市土崎港南二丁目3-45 018-845-2339 １台
東 支 店 〒010-0041 秋田県秋田市広面字蓮沼88-1 018-835-2808 １台
手 形 支 店 〒010-0851 秋田県秋田市手形字西谷地166 018-884-1460 １台
鷹 巣 支 店 〒018-3322 秋田県北秋田市住吉町2-10 0186-62-1480 ２台
森 吉 支 店 〒018-4301 秋田県北秋田市米内沢字薬師下83-2 0186-72-4181 １台
合 川 支 店 〒018-4272 秋田県北秋田市新田目字大野77-6 0186-78-2150 １台
能 代 支 店 〒016-0892 秋田県能代市景林町8-1 0185-54-4166 １台
花 輪 支 店 〒018-5201 秋田県鹿角市花輪字中花輪120-1 0186-23-3260 １台
毛 馬 内 支 店 〒018-5334 秋田県鹿角市十和田毛馬内字城ノ下4-4 0186-35-2291 １台
大 館 支 店 〒017-0844 秋田県大館市字新町69 0186-43-3434 １台
大 館 駅 前 支 店 〒017-0044 秋田県大館市御成町二丁目19-29 0186-44-5111 １台
田 代 支 店 〒018-3505 秋田県大館市早口字弥五郎沢7-3 0186-54-3307 １台
比 内 支 店 〒018-5701 秋田県大館市比内町扇田字下扇田2 0186-55-3088 １台

■店外ATM店

店　　　名 住　　　　　　　　所 ATM
鷹 巣 支 店 た か の す モ ー ル 出 張 所 秋田県北秋田市栄字前綱62-1 １台

〒010-0011　秋田県秋田市南通亀の町4番5号
Tel.018-831-3551  Fax.018-833-2400

https://www.akita-kenshin.jp
E-mail: info@akita-kenshin.jp

地区一覧
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鷹巣支店

合川支店

森吉支店

田代支店
比内支店

大館駅前支店

大館支店

毛馬内支店

花輪支店

能代支店

土崎支店
泉支店

東支店

本店

鷹巣支店

合川支店

森吉支店

田代支店
比内支店

大館駅前支店

大館支店

毛馬内支店

花輪支店

能代支店

土崎支店
泉支店

東支店
手形支店手形支店本店表紙写真について

　ヘアピンカーブに蛇行する米代川
にはさまれて低い山が七つ連なる七
座山（ななくらやま）を、対岸の県
立自然公園きみまち阪から眺望した
ものです。
　「曲げわっぱ」は、秋田民謡の「秋
田音頭」にも謡われており、日本三
大美林の一つである樹齢200年の

「天然秋田杉」を3年間乾燥させ、き
れいで美しい節のない柾目板を材料
に作られた、郷土の工芸品として全
国に知られています。


